
１　評価基準

評価項目 細　項　目 配点

5

5

提案内容の実現性 5

事業への理解・知識 5

20

配置人員 10

事業計画 5

業務実績 5

20

他機関との連携
・利用者の確保

15

研修プログラムの
開発・実施

10

実習受入先の確保・
連携

5

要支援者への
サポート

10

40

5

3

1

価格点 15

100

提案内容の的確性

事業を効果的・効率的に実施するための提案がされているか。

満点(15点)×(提案価格のうち最低価格/自社の提案価格)

実施方法等が具体的で、実現性があるか。

府内企業

府内に本店がある

府内に支店、営業所等がある

上記以外

京都府内に、本店、支店又は営業所等を有する者であること。

業務実施体
制

令和３年度 京都式業界一体型ホップステップジャンプ就労支援事業
評価・採択基準

評価の着眼点

全体の評価

仕様書を的確に踏まえ、明確かつ具体的に提案されているか。

事業内容及び目的に関する理解・知識が十分にあるかどうか。

・業界団体等、京都府つながる・学ぶ・働く支援センター運営事業窓口、就労支援機
関（京都ジョブパーク等）や支援機関（支援者）と密に連携し、要支援者の把握や誘
導が期待できるか。

・実習受入先の確保及び具体的な連携内容を示し、かつ、要支援者の実習内容や様態
の把握に努め、必要に応じた情報共有・指導が期待できるか。

・要支援者に対して、社会参加を促す的確なアドバイスや相談対応等の支援から、必
要に応じた就労アドバイス等、個々の要望や適性に応じた支援が期待できるか。

小計

小計

・配置予定者について、これまでの経歴・実績、現在の職位等から仕様書に記載の基
準に準じた業務運営を行うことが期待できるか。

・各業務の実施及び完了に至るまでの事業計画が明確に説明されていて、十分な時間
が確保されているか。

・類似業務を行った実績やその際のＫＰＩの達成状況・特筆すべき成果から判断し、
安定的・効果的な業務運営が期待できるか。

小計

個別業務に
かかる事項

・社会参加への意識付けから、徐々に時間数や日数・作業負荷を増やしていく就労を
目指した段階的な研修プログラムとなっているか。

5

総合点

※上記項目のうち、「府内企業」及び「価格点」については、客観的評価項目として人材開発推進課で採点を行い、その他の項目につ
いては、外部有識者が採点及び意見陳述を行った上で、その取りまとめ（平均点の算出等）を人材開発推進課で行う。



２　採択基準

【評価方法】

◇次の基準に基づいて採点

　 【配点：15点】 【配点：10点】 【配点：5点】

15 10 5

12 8 4

9 6 3

6 4 2

3 2 1

◇府内企業は、以下の基準により採点 【配点：5点】

5

3

1

◇価格点は、以下の基準により採点 【配点：15点】

無効

満点（１5点）×（提案価格のうち最低価格／自社の提案価格）

※小数点以下第３位を切り捨てる。

上限価格を超過

本拠や事業拠点が府内にない。

本拠(本社)が京都府内に所在している。

業務推進の拠点(支店等)が府内に所在している。

やや優れている

普　　   通

や  や  劣  る

劣　　   る

　採択に当たっては、総合点の高い事業から順に採択する。
　また、採択事業者が採択後に辞退した場合は、事業期間の確保や実施体制を確認した上で、不採択とした事業者のう
ち、総合点の高かった事業者を辞退事業者に代わり採択するものとする。

優 れ て い る


